
令 和 ５ 年 第 １ 号

加 古 川 警 察 署

加古川警察署からのお知らせ(横断歩行者保護のルール)

令和４年中、加古川警察署管内では、横断歩行者等妨害等違反を原因とする人身事故

が、53件発生しています(死者１人、負傷者53人)。ドライバーの方は『横断歩道は歩行

者優先』の意識を持ち、安全運転に努めましょう。

横断歩道を渡る際には、

接近する車に対して、手

を挙げる合図(「横断しま

すよ」の意思表示)をしま

しょう。

ドライバーの方は
歩行者に対して横
断を促す「お先に
どうぞ」の合図を
お願いします。

ドライバー、歩行者の双方がアイコンタクト
を取ることによって「あなたがそこにいるこ
とを見落としていませんよ」の気持ちを伝え
ることができます。

ダイヤマークの先
に横断歩道あり！
安全に停止できる
ようにあらかじめ
減速しましょう！

横断歩道の直前で

停止できる速度で

進行しなければな

らない。

※横断しようとす

る歩行者等がいな

いことが明らかな

場合を除く。

横断歩道等の手前

で一時停止し、か

つ、その歩行者の

通行を妨げないよ

うにしなければな

らない。

停止車両等の側

方を通過して前

方に出るとき

は、その前に一

時停止しなけれ

ばならない。

【道路交通法第38条１項（前段）】

横断歩道等に接近する場合

【道路交通法第38条１項（後段）】

横断歩道等を横断し、または横断し

ようとする歩行者等があるとき

【道路交通法第38条２項】

横断歩道等またはその手前の直前で

停止している車両等がある場合

違反すれば｢横断歩行

者等妨害等｣の交通違

反になります!｢横断歩道

は歩行者優先｣の意識

を持ちましょう!一時停止

減速

一時停止

動静
注意


